
 

知床自然大学院大学設立財団は、2015 年 10 月 28 日、
東京の新丸の内ビル 9 階のコンファレンススクエアで、
ワイルドライフマネジメントフォーラム特別講演会「野
生生物保護管理の最新潮流～IWMC から見えてきたもの
～」を開催しました。 
 
平日の夜にも関わらず、約 150 人もの方に足をお運びい
ただき、講師の梶光一・東京農工大学教授、日本哺乳類
学会理事長のお話から、これからの野生生物保護管理に
ついて考えるとても有意義な時間になったと思います。 
 
また WWF ジャパン事務局の草刈秀紀さんや元環境省自
然環境局長の渡辺綱男さん、環境省自然環境局野生生物
課長の奥田直久さんには、講演後に貴重なコメントをい
ただきました。三菱地所株式会社、日本野鳥の会、日本
自然保護協会、ＷＷＦジャパン、経団連自然保護協議会
など関係各位の多大なるご協力に感謝申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ワイルドライフマネジメントフォーラム特別講演会 

野生生物保護管理の最新潮流 
～IWMC2015 から見えてきたもの～ 

 
2015年 10月 28日（水） 東京・新丸ビル コンファレンススクエアで開催 



  

  

「野生生物保護管理の最新潮流」 
～IWMC2015（第 5回国際野生動物管理学術会議）から見えてきたもの～ 

   梶 光一 氏 

■ ヨーロッパと北米の野生生物管理 ■ 

■ IWMC について ■ 

 7 月の 26 日～30日まで、第 5回国際野生動物学術会議というもの開催させていた
だきました。３年間くらいかけて準備をして、その間に集めた情報も踏まえて、今、
日本の野生動物管理、野生動物の問題が、欧米、アジアのなかでどのような位置づけ
になって、私たちはどういう方向へ目指していったらいいのかということを考えるヒ
ントをみなさんに提供できればいいかなと思っております。 
 元々この会議は、アメリカのThe Wildlife Society という、会員が１万人いる北米
の大きな野生動物管理協会、そこからオファーがあって、日本哺乳類学会が共催とし
て引き受けました。資金集めは非常に厳しかったですが、そのおかげもあって幅広い
活動を行いまして、参加者が 46 カ国１地域、1343 名、日本から 922 名が参加する
という、過去にない最大規模の大会を開催することができました。アジアからも 15
カ国 124 名のほか、ロシアからも 25 名の参加がありました。中国、韓国、台湾から
は 20～25 名ずつくらいの参加がありまして、国の関係がどうあれ、研究者間の信頼
関係は非常にいいものができたと思っています。誘致活動も含めて、いろいろな海外
の研究者との交流の中で、海外の状況はどうかということをご紹介させていただきた
いと思います。 
 

 まずヨーロッパですが、ここでも有蹄類、蹄のある動物の数がどんどん増えていま
す。アカシカやムースなどが、フランスやチェコ、スカンジナビアなどで増えていま
す。またヨーロッパにいるイノシシの被害は、年間 10 億 6400 万円くらいあって、
数の多いところで被害が多いというのがお分かりかと思います。 
 ヨーロッパの国は基本的に、野生動物は無主物のところが多いです。国が所有権を
持っているところもありますが、多くの国では土地管理所有者が狩猟する権利、ハン
ティングライツを持つのです。そのかわり、狩猟権を持つ人たちは管理責任を負いま
す。ある土地の中で狩猟区を設定するわけですけれども、それをもとに猟区制度が発
達してきているのですね。 
 それでは北米ではどうか。アメリカでは開拓時代、野生動物というのは、衣食の貴
重な資源でした。そして都市住民増加に伴ってコマーシャルハンティング、商業捕獲
をやりました。結果的に、商業捕獲によって多くの種が絶滅の淵に追いやられたとい
う歴史を持っています。バイソン、オジロジカなど数が減った動物をどう回復してい
くかというのが、アメリカの野生動物保護管理のスタートでした。 
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 今回の知床自然大学院とも関係しますが、1933 年にウィスコンシン大学を始まりに、大学で野生動物管理のカリ
キュラムを導入しております。トップダウンの仕組みを、狩猟システムを使って管理をするとしていますので、構造
的に管理を行う専門家を国が育てるということを、法律に入れているのです。資金の確保としても、連邦政府や州に
よる野生動物管理保全の予算を保証するための法律も作っています。またアメリカは 47 の州があって、大学があり
ますが、連邦政府や州政府と組んで、資源管理に関して重要なテーマ、州政府と大学が共通の関心を持つことについ
て、大学院生への教育を共同して行うという仕組みを作っております。それと今回の学会を共催した The Wildlife 
Society という専門団体を設立しております。これも国や州政府の人材を育成する学協会の仕組みです。 
 米国の狩猟者は 2006 年に 1250 万。日本が 10 万人の規模ですから、はるかに多いのですが、非常に危機感を持
っています。これから先のことを考えて、研究者や狩猟者の年齢構成を見て手を打っている。現在、10代の狩猟者育
成、狩猟免許を持っていなくても、10 代に先輩をつけて訓練をさせるということを州や大学でやっています。 
 今の話が、ヨーロッパと北米の話です。いずれもかつて大乱獲があり、そして保護を行い、そして野生動物管理の
仕組みを作っていきました。ヨーロッパの場合は、土地にベースを置く猟区システム、要するにボトムアップアプロ
ーチをとりました。アメリカの場合は、野生動物は共有財ということで、国、州政府がトップダウン的なアプローチ
で管理するというための体制を作っていきました。 
 
■ 中国や台湾の政策は？ ■ 

■ イエローストーンと知床 ■ 

 では他の国はどうか。中国も含めて、東アジアの国は、野生動物は地域資源としてずっと利用してきたという経
緯があります。貴重な資源として、持続的に利用してきました。ところが中国では1994年に銃の所持が禁止され、
禁猟になっています。なぜ狩猟を禁止したのかと、中国・ハルピンで学会があったときに聞きましたら、都市近郊
の人たちが政治的な力を使ってアニマルライツを主張し、狩猟は悪だということで、全国一斉に禁止してしまった。
もちろん、いろいろな国内の事情もあり、そればかりではないと思います。 
 台湾も狩猟が禁止されている。ここも都市住民の反対があったといいます。ただ先住民の人たちの狩猟は許され
ています。台湾の先住民族による、伝統的文化や慣習的な狩猟による捕殺や利用は許されています。ただ、こうい
う伝統的な仕組みは今、高齢化の問題と、都市に若者たちが出てきてしまっているということで、徐々に崩れ始め
ています。そこでやはり狩猟をどうするべきか、持続的な狩猟はどうあるべきかの議論が始まったところです。 
 

 ここに本がありますが、知床が世界遺産に登録された 2005 年、知
床とイエローストーンを比較するシンポジウムを、第 9回国際哺乳類
学会の中でやりました。どんなコンセプトかというと、国立公園は保
全と利用という、相対するものを持っている。その中で捕食者の頂点
のヒグマ、グリズリーがいます。観光客に非常に魅力的ですが、彼ら
は潜在的に人を襲う力を持っている。それとどう付き合っていくかと
いうのは非常に悩ましい問題がある。 
 もう一つの捕食者はオオカミですね。日本のオオカミは 1900 年頃
絶滅して、イエローストーンは1920 年頃にいなくなった。オオカミ
をどうするかという議論はずっとあったわけです。イエローストーン
は再導入しましたが、知床ではまだそこまでいっていないということ
で、どう考えるかの議論を行いました。 
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 それと増え過ぎたエルクの管理の問題と、知床のシカの管理の問題。イエローストーンではエルクをめぐる方針
で、40 年間論争していました。人間が介在すべきかどうかという論争です。私は2000 年に訪問したとき、その論
争に非常に興味を持ちました。その頃は日本の国立公園で、まだそういう問題が生じていなかったのですが、必ず
生じると私は思っていました。そういうような形で２つを比較していくということをやったのです。 
 そして 10 年後の今年、国際シンポジウムで、知床とイエローストーンの10 年をもう１回見てみよう、というこ
とをやりました。その後地元で「人と野生動物の折り合いの付け方」というタウンミーティングも行っています。
ここでも若手の高校生たちが発表をしました。斜里、羅臼両高校から生徒が出てくるのは、とてもいい機会だった
と思います。 

■ グリズリーに関するイエローストーンの取り組み ■ 

■ ヒグマに関する知床の取り組み ■ 

 イエローストーンでは、グリズリーベアーの保護回復事業によって個体数が回復し、2007 年 4月に絶滅危惧種の
リストから解除されました。日本ではリストから外されると、管理がおざなりになるのではないかという声もありま
すけれども、危機のランクが下がることは、つまり管理の成功と言えるでしょう。 
 グリズリーの生産力と生存率は、数十年間高く維持されています。人に依存する狩猟も、許容の範囲で維持されて
います。1975 年の 136 頭から、2007年には 600 頭まで増加しています。20年で生息地が 50％くらい増え、今
後も注意深くモニタリングをしていきましょうということで、専門家が提言した政策の第一段階はクリアされたとい
う段階だと思います。 
 

 それに対して、知床でどんな 10 年間の歩みがあったのか。イエローストーンの場合、一元的にナショナルパーク
サービスが管理していますが、日本の国立公園の場合は、地域性システムをとっています。狭い国土のところがこ
ういうことをやるのですが、国有林や公有地が占めている場所もありますし、民有地、いろいろな目的を持ってい
る場所に国立公園を設定するわけです。そうすると、さまざまな機関が管理に関わることになります。その中で国
立公園や国指定鳥獣保護区の生態系保護、野生動物保全をどうするのかという問題が、10 年前に議論されました。 
 平成 24 年 3月に環境省、北海道森林管理局、道、斜里町、羅臼町が知床半島のヒグマ管理方針を作っています。
管理の目標がたくさん書いてありますが、当面の 5 年間において、人為的な捕獲数を、狩猟、駆除、交通事故など
も含めて、メスの 5歳以上の捕殺は30 頭以下に抑えるとしました。30頭以下に抑えていけば、数を減らすことは
ないと、シュミレーションから出しているのです。そのような個体数管理をやっていきましょうということです。 

 その一例として、ふれあいの機会と安全を両方確保すると
いう試みには、知床五湖の高架木道がありますね。これによ
って、一部の地域ではクマが出てきても歩ける。ただ地上遊
歩道はガイドを付けて歩く。レクチャーを受けてからバック
ヤードに出て行く仕組みが、この 10 年間にできました。 
 一方、岩尾別、車が自由に入れるところというのは、悩ま
しい事態が生じています。２年前に起こった事例ですが、人
を恐れない若いクマに観光客が近づいて、半分囲ってしまっ
ています。これは大変危険なことであり、科学委員会に投げ
かけられて、どうするべきかという議論になりました。結局、
今の日本の仕組みでは、どこが管理責任を負うかというのは
明確でない。 
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 知床の世界遺産科学委員会、私たちが考えたのは、まずゾーニングをしようと。世界遺産地域の核心地域では、基
本的には人為的な介入は避ける。けれども、知床岬のように放置した場合に非常にリスクが高いところでは、必要に
応じて人為的な介入を行いましょうと。その替わり生息地の操作は行わないとしました。 
 緩衝地域では、必要に応じて人為的な介入をします。隣接地域では人為的な介入をしましょう、というゾーンを決
めました。隣接地域は資源的にも利用していきましょうということなのですね。今、知床エゾシカファームというと
ころでシカの利用を推進していますが、こういう活動ともリンクしていると思います。 
 最初の３年間は密度操作実験。３年間で半減させるという目標で、シナリオを作ってやりました。ところが死ぬ個
体はオスジカと子ジカなのですね。メスジカは死なない。そういう中で個体数がすぐに回復してしまい、どんどん植
生が変わっていくとことがわかり、2007 年度から間引きを始めていきました。 
 そこで非常に力を発揮したのが知床財団のメンバーです。多くの人が銃の免許を持っているのと、目的を非常に明
確にして、いろいろな戦略を立てていくことができる。科学委員会の中のエゾシカ陸域生態系ワーキンググループの
中で、方針を決めて、戦略を考えて、全部評価して、フィードバックするというやり方ととっています。当初の目的
の１平方キロメートルに 5頭下げるということは達成できています。 
 シカの数が減るにつれて、植生の第一段階にイネ科草本が戻ってきているということが起こっています。希少植物
も戻ってきています。この岬ばかりでなく、遺産地域でいろいろな手だてで捕獲をしていまして、2007 年から 2015
年に 2777 頭を捕獲しています。隣接地域では狩猟と駆除で、5000 頭くらい獲っています。問題は、いつまでこれ
を続けるかという議論と、10 年前にも出てきましたけれども、オオカミの導入を検討すべきではないかという議論
です。オオカミを導入するためには、オオカミを管理する仕組みが不可欠です。やがてはそのような時代が来るかも
知れませんが、まだオオカミを迎えるような条件は整っていないと思います。 
 

■ エルクに関するイエローストーンの取り組み ■ 

 次にイエローストーンのエルクと、知床のシカを巡る管理のお話です。自然の推移に任せるべきか、人為的に管理
するべきかという、まったく同じ議論がイエローストーンに遅れて、知床でもありました。イエローストーンでは
1990 年代半ばにオオカミが入れられて増えて、その後エルクが減ったということがあり、これがよく紹介されるイ
エローストーンのオオカミ導入の成功事例です。 
 入れる前にいろいろな予測があったのですが、結果は１万 7000 頭いたのが、10 年後には１万頭くらいまで減っ
て、近年では 4000 頭くらいまで減っているということです。もう一つ、予測されなかった効果は間接的な効果。オ
オカミがいることによって、エルクが河畔から不適な場所に追いやられる。それによって、その河畔の植生が回復し
た。野鳥が回復する、ビーバーの営巣箇所の増加するといったことがあると思います。 
 今、イエローストーン国立公園の中ではオオカミ同士が直接殺し合う調節をしていて、国立公園外に出て行ったオ
オカミは絶滅危惧種から狩猟獣の対象になり、各州にオオカミ管理専門官を配置し、狩猟獣としての管理が始まって
います。ですから、オオカミの場合は分布が拡大して数も増えますので、必ずどのように管理するかというオプショ
ンが必要になるということを示していると思います。 
  

■ エゾシカに関する知床の取り組み ■ 

 
 もちろん環境省、林野庁、知床財団、町などは個別にやっていますが、統一的にできる仕組みは、残念ながらない。
そこで世界遺産科学委員会がイエローストーンの事例を紹介したのです。イエローストーンでは昔、人身事故があっ
た。人間に餌付いたクマが人を襲ったのですと紹介し、危険行為に対して緊急声明を出しました。 
 クマについては、次の計画がこれからつくられます。まず今年度は過去のレビューを全部追い、何が達成できて、
何が達成できていないのかを話し合います。次に何が課題かということを出して、来年に次の 5年計画を作っていく
というふうに進みます。 
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■ まとめ ■ 

 まとめておきますと、ヨーロッパ、北米、日本、アジアの一部の国々では、有蹄類は非常に増加しています。ヨー
ロッパでは猟区制度によるボトムアップ、北米では州政府によるトップダウンの管理がされています。日本はようや
く法律が整備されて、国が財政的な措置を行って、個体数管理を支援すると。それと研究者が行政と連携して、科学
的な管理、仕組みづくりに貢献しだしています。狩猟団体も全体的に見たら協力してくださっている。 
 課題としては、狩猟が文化としては定着していないということがあります。これは狩猟者の方たちが激減に向かっ
ているわけですね。それと私が一番深刻だと思うのは、今日のテーマに関係しますが、野生動物管理の専門家を育成
する仕組みがないということです。被害対策には非常にたくさんのお金を使っていますが、専門家を養成するところ
には予算が来ない。そのため、大学のカリキュラムが全くないということがあります。欧米にある、狩猟や捕獲専門
家を養成する仕組みがない。それと捕食者の位置づけをどうするかという議論も必要だと思います。 
 いずれにしろ、いろいろなところのピックアップでは解決しない問題がたくさんありますので、野生動物管理のジ
ャパンモデルをつくっていく必要があるだろうと思うのです。私の中のイメージは、今は国、都道府県指導のトップ
ダウンの取り組みで個体数を管理していく必要があるでしょう。ただし持続性から考えた場合に、ものすごくお金が
かかっていますから、やがてはヨーロッパのように、地域で管理できるような、資源管理に移行するという、どこか
での切り替えが重要なのではないかと思います。 
 

 今までの野生動物の保護管理は、もっぱらヨーロッパやアメリカの手法を取り入れ、参考にしているのが大きな流
れですが、同じように扱えるかどうかというと、大陸と島国のスケールの違いも考慮して、では日本らしさはどうす
ればいいのかと考えなければいけないのかなと思いました。それぞれがどんな法律と、歴史の背景で行われてきたか。
日本版をつくるお話がありましたが、法律や組織の体系、あと学校や社会の中でどのように教育され、地域地域の人
たちがどのように物事を理解しているか。予算の現状なども、たぶん日本とヨーロッパなどでは違うので、ジャパン
モデルをつくるときに、非常に重要になるのかなと感じました。 
 あとは日本でも絶滅が危惧される種がたくさんあるわけですから、希少種をどうやっていくかという視点もあると
思います。いろいろな状況を見定めながら、野生動物管理が行われていかなければならないので、絶滅の恐れのある
種はどうあるべきかというお話もあると、保全管理のバランスが分かりやすいのではないかと感じました。 
 
  

講演後コメント 
WWFジャパン（公益財団法人世界自然保護基金ジャパン）事務局 草刈秀紀さん 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 知床が世界遺産に登録されるまでの過程では、私も釧路の事務所で担当していました。世界遺産の審査のため、IUCN
（国際自然保護連合）の専門家、デイビッド・シェパードさんが現地調査に来たときに、いろいろな課題を指摘され
ましたが、シカやヒグマの専門家がいる知床財団の方たちからもどんな課題があり、どんな調査をして、どんな苦労
を抱えているかということを、直接説明してもらいました。 
 そのとき僕はシェパードさんの横にいて反応を聞いていましたが、知床の現場の管理を担う人材が、こんなに高い
専門的知見を持っていて、そのスタッフがヒグマやエゾシカの管理にあたっているということに、シェパードさんは
すごく心を動かされていました。そんな人材が現場を担ってくれるからこそ、課題を抱えつつも知床で、日本の中で
も先駆け的なモデルを切り開くようなプロジェクトが進められてきたのだと思います。 
 遺産に推薦するとき、「知床に関わった専門家の力を生かさない手はない、課題解決のためのアドバイスをする科学
委員会を作るべきだ」と梶さんの提案を受けました。悩みましたが、勇気を出して科学委員会を作りました。知床財
団に加え、科学委員会に集まった研究者の方たちが、簡単ではない課題解決の道を切り開いてくれたと思います。管
理には地元の町、北海道、環境省、林野庁などが関わります。これらの行政機関が力を合わせないと解決できません
が、その連携を生み出す原動力は、専門的な知見を持った科学委員会のリーダーシップが大きかったと思います。 
 全国でシカやイノシシの問題は非常に深刻であり、優先して取り組まなければいけない課題になっています。積極
的な管理をする上で、どのような管理体制を現場で作っていくかというのがとても大事です。いろいろな主体をつな
いでいくような管理の体制、国から地方にわたる連携、あるいは環境行政や農林水産行政、都市計画など行政分野の
連携がないとこの問題は解決できません。その体制を作っていく上で、知床でそうであったように、体制を支える専
門的な知見を持った人材が、ますます強く求められるだろうと思います。 
 全国の大学や専門学校でも人材づくりのための努力が動きだしていますが、今日この講演会を主催した知床自然大
学院大学は、知床のフィールドと経験を活用し、人を育てることを目指した機関をつくろうということで準備を進め
ています。人材育成には全国の教育機関の連携が大事で、知床に研究教育機関ができれば、全国のネットワークを動
かしていく大きな力を持てるのではないかと思います。このような人材育成の進展が必要だし、そう動いていくこと
を、私自身も強く願っています。 

国連大学シニアコーディネーター（元環境省自然環境局長） 渡辺 綱男さん 

 知床は海外の先進的な事例に一番近いところでしょう。動物とのふれあいにしても、やや原生的な管理をするとこ
ろでも、知床は非常に素晴らしいところだと思います。ただ全国のさまざまな自然がある中で、やはり知床というの
は一つの、ある意味特殊なところでもあると思います。イエローストーンも非常に広い面積が公園の占有区域になっ
ている特殊性があると思います。 
 地域における人と自然の関わりや特性はさまざまなものがあるので、その中でいかに知床とかイエローストンの経
験を一般化していくか。ほかの地域で実際のマネジメントに生かしていくかということは、それぞれの地域に関わる
人たちと共に、我々も考えていかなければならないと思っています。 
 昨年、鳥獣保護法というのを改正して、鳥獣保護管理法という新しい法律ができて、今年施行しました。特にニホ
ンシカとイノシシの個体数の管理、10 年間で半減をしていこうという目標に向けて、農水省とも一緒になって、マネ
ジメントを進めることにしています。 
 その中で重要な柱は、それを担う人材をどう育成していくかということ。日本は狩猟という制度の中でやってきま
したが、それを管理という、科学的見地の部分も含めて、実際の狩猟の担い手をどう増やしていくか。今日の話を参
考にしながら、我々も今の制度を常にチェックして見直して、よりよい目標を達成して目標を達成していかなければ
ならないと思っていますので、人材養成の話も重要な課題の一つと考えております。 
 

環境省自然環境局野生生物課課長 奥田 直久さん 


